
平
成
23
年
分
給
与
所
得
の

年
末
調
整
説
明
会
の
御
案
内

　

平
成
23
年
分
給
与
所
得
の
年
末
調
整
説
明
会
を
下
記
の

日
程
で
開
催
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
開
催
会
場
の
収
容
人
員
の
都
合
に
よ
り
、
左
記

１
の
と
お
り
、
説
明
会
の
日
程
を
指
定
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、
御
都
合
の
悪
い
場
合
は
、
ほ
か
の
開
催
日

で
も
出
席
い
た
だ
け
ま
す
。
ま
た
、
説
明
会
出
席
の
際
に

は
、
左
記
２
の
書
類
を
持
参
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

１　

説
明
会
日
程
・
場
所

・
小
国
町
・
南
小
国
町
の
方

 

11
月
15
日
（
火
）
午
後
２
時
〜
３
時
30
分

　

小
国
町
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー
（
阿
蘇
郡
小
国
町
宮
原

１
５
６
７-

１
）

・
高
森
町
・
西
原
村
・
南
阿
蘇
村
の
方

 

11
月
16
日
（
水
）
午
前
10
時
30
分
〜
正
午
及
び
、
午
後

２
時
〜
３
時
30
分　

高
森
総
合
セ
ン
タ
ー
（
高
森
町
高

森
２
１
６
８
）

・
阿
蘇
市
・
産
山
村
の
方

　

11
月
17
日
（
木
）
午
前
10
時
30
分
〜
正
午

　

農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
（
阿
蘇
市
内
牧
９
７
６-

２
）

２　

持
参
し
て
い
た
だ
く
書
類

　

(1)
平
成
23
年
分
年
末
調
整
の
し
か
た

　

(2)
平
成
23
年
分
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
等
の
法
定
調

書
の
作
成
と
提
出
の
手
引

南
部
分
署

税
情
報

高
森
警
察
署

消
防

な
ん
で
も

知
っ
て
お
き
た
い

こちら

です!

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　
阿
蘇
広
域
消
防
本
部
警
防
課　

℡
０
９
６
７-

３
４-

０
０
２
４

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

阿
蘇
税
務
署　
　
　

℡
０
９
６
７-

２
２-

０
５
５
１

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

高
森
警
察
署　

℡
６
２-

０
１
１
０

指
名
手
配
被
疑
者
の
検
挙
と
犯
罪
捜
査
に
ご
協
力
を

　

今
全
国
警
察
を
挙
げ
て
「
指
名
手
配
被
疑
者
の
捜
査
強
化
」
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
警
察
は
、
皆
さ
ん
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
社
会
の
中
に
紛
れ
込
み
逃
亡
を
続
け

て
い
る
指
名
手
配
被
疑
者
の
検
挙
に
向
け
た
捜
査
を
強
力
に
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

「
あ
な
た
の
近
く
に
き
っ
と
い
ま
す
。
」

　

「
指
名
手
配
ポ
ス
タ
ー
に
似
た
人
を
見
か
け
た
」
と
い
っ
た
情
報
で
も
構
い
ま
せ

ん
。
警
察
に
通
報
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

◇　

「
お
か
し
い
な
？
」
と
思
っ
た
ら
迷
わ
ず
１
１
０
番

　
　

１
１
０
番
通
報
は
、
事
件
が
発
生
し
た
と
き
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
か
し
い
な
と
思
っ
た
り
、
不
審
な
人
物
や
車
を
見
か
け
た
り
し
た
と
き
は
迷
わ

ず
１
１
０
番
し
て
く
だ
さ
い
。

◇　

さ
さ
い
な
こ
と
で
も
通
報
を

　
　

不
審
な
車
の
通
報
が
き
っ
か
け
で
重
要
事
件
を
解
決
し
た
例
は
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
さ
さ
い
な
こ
と
で
も
事
件
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、
警
察
に
通
報

し
て
く
だ
さ
い
。

◇　

聞
込
み
捜
査
に
ご
協
力
を

　
　

あ
な
た
の
一
言
が
事
件
を
解
決
す
る
重
要
な
「
鍵
」
と
な
り
ま
す
。
警
察
官
が

お
伺
い
し
た
際
に
は
、
小
さ
な
情
報
で
も
結
構
で
す
。
積
極
的
に
提
供
し
て
く
だ

さ
い
。

「
指
名
手
配
」
情
報　

警
察
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.npa.go.jp/　

↓　

指
名
手
配

●
被
害
相
談
窓
口
の
ご
案
内

警
察
で
は
、
様
々
な
被
害
相
談
窓
口
を
設
け
て
い
ま
す
。
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
ま

ず
は
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

・
警
察
安
全
相
談
室　

℡
０
９
６ｰ

３
８
３ｰ

９
１
１
０　

又
は　

＃
９
１
１
０

　

警
察
の
総
合
的
な
相
談
窓
口
で
す
。

・
犯
罪
被
害
者
支
援
室　

℡
０
９
６ｰ

３
８
１ｰ

０
１
１
０
（
内
線
２
１
９
３
〜
２
１
９
５
）

　

犯
罪
被
害
者
の
心
の
悩
み
・
犯
罪
被
害
給
付
制
度
に
関
す
る
相
談
窓
口
で
す
。

・
肥
後
っ
子
テ
レ
ホ
ン　
℡
０
９
６ｰ

３
８
４ｰ

４
９
７
６
又
は
、
℡
０
１
２
０ｰ

０
２ｰ

４
９
７
６

　

い
じ
め
や
犯
罪
被
害
に
遭
っ
た
子
供
の
こ
と
、
少
年
の
非
行
問
題
な
ど
、

　

少
年
問
題
専
門
の
相
談
電
話
で
す
。

・
レ
デ
ィ
ー
ス
１
１
０
番　

℡
０
１
２
０ｰ

８
３
４ｰ

３
８
１

　

性
犯
罪
の
被
害
に
関
す
る
女
性
専
用
の
相
談
電
話
で
す
。

・
暴
力
追
放
相
談
電
話　

℡
０
９
６ｰ

３
８
４ｰ

０
１
１
０

　

暴
力
団
が
関
係
す
る
事
件
・
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
相
談
電
話
で
す
。

・
悪
質
商
法
１
１
０
番　

℡
０
９
６ｰ

３
８
５ｰ

１
１
１
０

　

悪
質
商
法
の
被
害
に
関
す
る
相
談
電
話
で
す
。

11
月
は
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」
で
す

児
童
虐
待
か
ら
子
ど
も
を
救
う
た
め
に

〜
守
る
の
は
、
気
づ
い
た
あ
な
た
の
そ
の
勇
気
〜

○
児
童
虐
待
と
は

　

児
童
（
18
歳
未
満
の
者
）
に
対
し
て
保
護
者
（
児
童
を
現
に
監
護
す
る
者
）
が
、

暴
力
や
育
児
拒
否
等
の
行
為
を
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

○
児
童
虐
待
か
な
と
思
っ
た
ら
…
た
め
ら
わ
ず
に
電
話
を

　

「
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
」
で
は
、
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ

る
児
童
を
発
見
し
た
者
は
、
速
や
か
に
、
児
童
相
談
所
等
に
通
告
し
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
※
連
絡
し
た
方
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

中
央
児
童
相
談
所　

℡
０
９
６ｰ

３
８
１ｰ

４
４
５
１

救
急
車
に
よ
る
画
像
等
伝
送

シ
ス
テ
ム
実
証
試
験
開
始

　

阿
蘇
広
域
消
防
本
部
で
は
、
10
月
１
日
か
ら
阿
蘇
地

域
医
療
再
生
計
画
の
一
環
と
し
て
画
像
等
伝
送
シ
ス
テ

ム
に
よ
る
効
果
や
有
用
性
を
検
証
す
る
た
め
の
実
証
試

験
を
開
始
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

画
像
伝
送
シ
ス
テ
ム
と
は
、
救
急
車
内
の
映
像
、
心

電
図
、
血
圧
等
の
デ
ー
タ
を
即
時
に
医
療
機
関
へ
伝
送

す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

今
回
の
実
証
試
験
で
は
、
阿
蘇
地
域
（
中
部
・
北

部
・
南
部
）
の
３
台
の
救
急
車
に
伝
送
装
置
を
積
載
し

て
、
熊
本
市
内
の
４
基
幹
病
院
（
熊
本
赤
十
字
病
院
・

熊
本
医
療
セ
ン
タ
ー
・
済
生
会
熊
本
病
院
・
熊
本
大
学

医
学
部
附
属
病
院
）
へ
搬
送
す
る
場
合
、
全
例
、
伝
送

試
験
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

伝
送
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
救
急
隊
は
医
師
か
ら
適

切
な
指
示
・
指
導
・
助
言
を
得
る
こ

と
が
で
き
、
医
療
機
関
は
、
よ
り
早

い
段
階
で
検
査
や
手
術
の
準
備
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

画
像
伝
送
は
、
傷
病
者
本
人
や
家

族
の
同
意
を
得
て
行
い
ま
す
が
、
皆

様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
の
ほ
ど
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

Takamori 2011・1114


